
子どもの命の危険性があるなど、緊急性が高い場合は
津山警察署（林田）☎25-0110に電話してください

こども子育て相談室
☎３２－７０２７
平日午前８時30分～午後５時15分
その他の時間や休日は☎32-2170（市当直）

津山児童相談所(山北）
☎２３－５１３１
24 時間受け付け

児童相談所全国共通ダイヤル

24時間受け付け(通話料無料)

児童虐待の種類

体罰などによらない子育てをしましょう

勇気を出して連絡を！

オレンジリボンには、児童虐待を
防止するというメッセージが込め
られています
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■問人権啓発課☎31-0088

■問学校教育課（市役所４階）☎32-2116

■問こども子育て相談室（津山すこやか・こどもセンター内）☎32-7027

11月は児童虐待防止推進月間
　さまざまな人権問題について考え、人権尊重への理解を深めるため、講演会やポスター展などを開催し
ます。ぜひご参加ください。

　市では、経済的な理由で小・中学校に就学することが困難な子どもの保護者に、就学に必要な経費を援
助しています。このうち、新入学に必要なランドセルや制服などを購入するための「新入学学用品費」を、
入学前に支給します。
対象　令和４年４月に小学校または中学校に入学する予定の子どもの保護者
主な認定要件
●住民税が非課税または均等割のみ課税されている
●国民年金の保険料が全額免除されている
●児童扶養手当を受給しているなど
申請方法
●小学校新１年生＝学校教育課の窓口で申請する
●中学校新１年生＝現在、就学援助を受けている人は申請不要。新たに

就学援助の支給を希望する人は、子どもが在籍している小学校で申請
する
持ってくるもの　印鑑、通帳など振込先口座が分かるもの、児童扶養手
　当証書の写し（児童扶養手当を受給している人)、令和３年度所得課税
　証明書（令和３年１月１日時点で津山市外に住んでいた人）
締め切り　12月24日㈮
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください

12月４日〜10日は人権週間
　児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、人格形成に大きな影響を及ぼす人権侵害です。

　子どもをしつけるために、体罰は仕方ないと考える人もいます。しかし、体罰や暴言が積み重なり、深
刻な虐待につながることがあります。
　また、体罰の繰り返しは、子どもの心身の成長・発達に悪影響を与えるだけではありません。子どもが
保護者に恐怖心を持ち、必要なときに相談できず、非行などにつながる可能性も高まります。
　子どもへの体罰は法律で禁止されています。絶対にやめましょう。
体罰をしないために…
　イライラすることは誰にでもあります。自分の気持
ちに気付き、感情のはけ口として子どもに手を上げそ
うになっていないか、確かめることが大切です。
　深呼吸して気持ちを落ち着ける、窓を開け外の風に
当たるなど、普段から自分なりの気持ちの静め方を探
しておきましょう。
　子育てで困ったときは、一人で悩まず、家族、友人
など周りの人や「こども子育て相談室」に相談してく
ださい。

　虐待を受けている子どもやその保護者は、さまざまなシグナルを周りに発しています。地域の中で「お
かしいな」｢虐待かも」と感じたら、迷わず連絡しましょう。名前や内容などの秘密は堅く守られます。

子どもからのシグナル
□不自然なアザや火傷、打撲のあとがある
□極端に痩

や

せている
□服や体がいつも汚れている

就学援助新入学学用品費を入学前に支給します

※９月27日現在の情報です。中止・変更する場合がありますので、事前にご確認ください

保護者からのシグナル
□家の内外が極端に散らかっていて不衛生
□子どもを家に残したまま、外出することがある
□いつもイライラして子どもに当たる

身体的虐待
　殴る、蹴

け

る、叩
たた

く、
溺れさせる、火

や け ど

傷を
負わせる、家の外に
閉め出すなど

性的虐待
　子どもへの性的行為、
性的行為を見せる、ポ
ルノグラフィティの被
写体にするなど

ネグレクト(育児放棄)
　乳幼児を家に残して
外出する、食事を与え
ない、自動車の中に放
置するなど

心理的虐待
　言葉で脅かす、無
視する、子どもの目
の前で家族に暴力を
ふるうなど

■人権を考える市民のつどい
とき　11月28日㈰午後１時～３時15分
ところ　グリーンヒルズ津山リージョンセンター
　(大田）
内容　人権メッセージとポス

ターの表彰式、人権アトラ
クション、人権講演会
演題　小説「あん」に込めた
　生きることの意味
講師　ドリアン助川さん（作
　家）
※手話通訳・要約筆記あり

■第73回人権週間津山市児童生徒ポスター展
とき　12月４日㈯～10日㈮午前10時～午後７時
　(10日は午後３時まで）
ところ　市立図書館前ホール (アルネ・津山４階)

■人権週間特設なやみごと相談所
とき　12月９日㈭午前10時～午後３時
ところ　津山男女共同参画センター「さん・さん｣

(アルネ・津山５階）

■ひと・ふれあい映画会
　ハンセン病への差別について触れた2015年公
開の映画「あん｣を上映します（字幕あり)。
とき　12月12日㈰午後１時30分～３時30分
ところ　グリーンヒルズ津山リージョンセンター

©2015映画「あん」製作委員会／COMME DES CINEMAS／
TWENTY TWENTY VISION／ZDF-ARTE


